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電動化対応トラック・バス導入加速事業の公募開始 

及び説明会の開催について 
（周知依頼） 

 

当連合会の事業の運営につきましては、日頃から格別のご協力を賜りまして厚く御礼

申し上げます。 

さて、産業廃棄物処理業における地球温暖化対策に効果的な対策として、収集運搬に

関わるトラック等の車両更新の際、低炭素化に配慮した機種を選定することも有効であ

ります。 

このような状況の中、標題に関する事業の公募開始及び説明会開催のお知らせが、環

境省及び執行団体ホームページで公表されました。 

つきましては、貴職におかれましても貴協会会員に対し周知頂く等、ご配慮を賜りま

すようお願い申し上げます。 

詳細につきましては、下記の連絡先にご確認頂ければと存じます。 

 

記 

 
【事 業 名】電動化対応トラック・バス導入加速事業 

（（2019 年度（平成 31 年度）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金） 

【概 要】運輸部門 CO2 排出量の約 3割を占める貨物車・バス由来の CO2 排出量を削

減するため、最も燃費性能のよいトラック・バス（電気自動車、プラグイ

ンハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車）の導入に要する経費の一部

を補助する。 

※自家用（白ナンバー）も補助対象となっています（別添資料、参照）。 

※公募説明会会場及び開催日時は、別添資料のとおりです。 

【U R L】http://ataj.or.jp/advanced_ev_truckbus/ 

【公 募 期 間】2019 年 4 月 26 日（金）～2020 年 1 月 31 日（金） 

【連 絡 先】（公財）日本自動車輸送技術協会 

〒160－0004 

東京都新宿区四谷三丁目 2番 5 全日本トラック総合会館 8階 

TEL：03-6380-6773 ／ FAX：03-6380-6873 ／ Mail: hojo@ataj.or.jp 

担当：補助金執行グループ 中島、林 

 

（連合会担当：横山） 



１． 補助金の目的と性格 

 ○ この補助金は、トラック・バス所有事業者が一定の燃費改善効果又は二酸

化炭素排出削減効果を有する電動化対応トラック・バスを導入する事業に

要する経費を補助することにより、電動化対応トラック・バスの導入が加速

され、トラック・バスの運行においてエコドライブを含む燃費改善のための

取組を継続的に実施・改善する体制を構築することにより二酸化炭素の排

出削減を図り、もって地球環境保全に資することを目的としています。 

 ○ 事業の実施によるエネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減され

ることが重要です。このため、事業完了後は、二酸化炭素削減効果について

事業報告書を提出していただくことになります。また、補助事業の完了後に

おいても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従っ

て、その効率的運用を図ることとともに、導入車両及び充電設備が補助事業

によるものである旨の表示（車両へのステッカーの貼付）などが必要です。 

 ○ これらの義務が十分果たされないときは、JATA より改善のための指導

を行うとともに、事態の重大な事案については、交付決定を解除することも

あります。また、新たな申請を受理しない場合もあります。 

 

２． 補助対象事業の要件 

（１） 本事業は、事業者が次に掲げるトラック又はバスであって継続的に製

造され市場において販売することが予定されているもの（以下「電動

化対応トラック」又は「電動化対応バス」という。）及び充電設備を導

入する事業を対象とします。 

なお、電動化対応トラックについては車両総重量（ベース車両にお

ける車両総重量をいう。以下同じ。）２．５ｔ超、電動化対応バスにつ

いては定員１１人以上とします。また、電動化対応トラック及びバス

のいずれも、トラック又はバスをベース車両として架装物等動力構造

以外の部分を変更した特種車も含むものとします。 

① 電気自動車（プラグインハイブリッド自動車を含む。以下同じ。） 

② ハイブリッド自動車（バッテリー電力によるモーター駆動が車両駆

動力となるもので、かつ、下表第１欄の区分ごとに第２欄に掲げた燃

費改善効果を得られるものであること。） 
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１ 区分 ２ 燃費改善効果 

トラック 大型 車両総重量 12t 超 2015 年度燃費基準+10％達成 

中型 車両総重量 7.5t超 12t 以下 

小型 車両総重量 2.5t超 7.5t 以下 2015 年度燃費基準+15％達成 

バス 大型 車両総重量 3.5t 超 2015 年度燃費基準+10%達成 

中型 車両総重量 2.5t超 3.5t 以下 

小型 車両総重量 2.5t 以下 2015 年度燃費基準+15％達成 

③ 充電設備 

ア 本事業による電動化対応車として導入される電気自動車（先進環

境対応トラック・バス導入加速事業において、導入された電気自

動車を含む。）の充電に必要な充電設備であること。 

イ 設置場所は申請事業者の敷地（事業所、営業拠点）等に設置する

ものであること。 

ウ 充電設備は、普通充電器及び急速充電器とし、普通充電器は JARI

認証を、急速充電器は CHAdeMO 認証をそれぞれ取得するなど

安全性が確保されていること。 

  なお、導入車両については、これら①～②の要件に該当するもの    

とし  て、JATA のホームページに掲載する事前登録情報に記載され

た車両を導入する事業を対象とします。 

（２） 補助対象車両は、平成 3１年 4 月１日から令和２年３月４日（補助対

象車両を購入後に交付申請する場合は令和２年 1 月 31 日）までに新

車新規登録する（された）車両であること。（割賦販売による所有権留

保は認められません。） 

 

３． 補助対象事業者及び補助対象車両 

本事業において、補助金の交付を申請できる者（補助対象事業者）は下表

第 1 欄に掲げる補助対象車両（電動化対応トラック又はバス）について同

第 2 欄に掲げる者とします。なお、補助対象車両は、JATA のホームペー

ジに掲載する事前登録情報に記載された車名、型式等に該当する車両としま

す。 

１ 補助対象車両 ２ 補助金の交付を申請できる者（注１) 

電動化対応トラック 

・電気自動車 

・大型ハイブリッド自動車

（車両総重量 12ｔ超であ

ること。） 

① 又は③（①に貸し渡す者に限る。） 
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電動化対応トラック 

・ハイブリッド自動車 

① 又は③（①に貸し渡す者に限る。） 

ただし、補助対象車両を貨物自動車

運送事業（注 2）以外の事業（以下「自

家用トラック使用事業」という。）の

用に供する場合に限る。 

電動化対応バス（定員 11 人

以上に限る。） 

・電気自動車（プラグインハ

イブリッド自動車を含む） 

 

・ハイブリッド自動車 

② 又は③（②に貸し渡す者に限る） 

ただし、補助対象車両を旅客自動車

運送事業（注 3）以外の事業（以下「自

家用バス使用事業」という。）の用に

供する場合に限る。 

  （注１）①～③は以下のとおり 

① トラックを事業の用に供する者。 

② バスを事業の用に供する者。 

③ トラック又はバスの貸渡し（リース）を業とする者（①又は②に貸し

渡す者に限る。） 

 

(注２) 貨物自動車運送事業とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第

83 号）第 2 条第 2 項に規定する一般貨物自動車運送事業（以下

「一般貨物運送事業」という。）、同法同条第 3 項に規定する特定貨

物自動車運送事業（以下「特定貨物運送事業」という。）又は貨物利

用運送事業法（平成元年法律第８２号）第 2 条第８項に規定する第

二種貨物利用運送事業（以下「第二種貨物運送事業」という。）をい

う。 

（注３）旅客自動車運送事業とは、道路運送法（昭和二十六年法律第 183

号）第 3 条各号に規定する旅客自動車運送事業、又は同法第７８条

に規定する自家用自動車による有償での市町村の区域内の住民の

運送その他旅客の運送事業をいう。 

 

４． 補助金額等 

（１） 自動車の補助基準額は、補助対象となる電動化対応自動車と同クラ

スの標準的燃費基準自動車との価格の差額の２分の 1（ハイブリッ

ド自動車）又は３分の２（電気自動車（プラグインハイブリッド自

動車を含む。））となります。 

（２） 充電設備の補助基準額 

① 充電設備の価格と充電設備工事費の和（JATA が必要と認めた額の
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表 1 電動化対応トラック（車両総重量２．５ｔ超） 

 トラックを事業の用に供する者 申請の方法 

補助金額  

注 1） 

自家用 

（白ナンバー） 

事業用 

（緑ナンバー） 

通常申請 

注 2） 

実績申請 

注 3） 

ＥＶ 〇 〇 〇 ○注 6） 
標準車との差

額注 4）の 2/3 

ＨＶ 〇 

〇 

（車両総重量 12t超） 
〇 ○注 6） 

標準車との差

額 の 1 / 2 × 

（車両総重量 12t以下） 

表２電動化対応バス（定員１１人以上） 

 バスを事業の用に供する者 申請の方法 

補助金額  

注 1） 

自家用注 5） 

（白ナンバー） 

事業用 

（緑ナンバー） 

通常申請 

注 2） 

実績申請 

注 3） 

ＥＶ・ＰＨＶ 〇 × 〇 ○注 6） 
標準車との差

額注 4）の 2/3 

ＥＶ ○ × ○ ○注 6） 
標準車との差

額 の 1 / 2 

表３電気自動車用充電設備 

 申請事業者 申請の方法 補助金額 

ＥＶ・ＰＨＶ 

本事業（先進環境対応トラック・

バス事業を含む。）で導入する

EV・PHVの充電に必要な充電設備

を導入する事業者に限る。 

通常申請注 2） 
ＪＡＴＡが認

めた額の 1/2 

 

注 1）・ＥＶとは、電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている電気自動車 

・ＨＶとは、エンジンとモーターを組合せた動力源を持つ自動車（ハイブリッド自動車） 

・ＰＨＶとは、外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車（プラグインハイブリッド自動車） 

注 2）申請に係る車両又は充電設備を購入する前に「補助金交付申請書」を提出する場合 

注 3）申請に係る車両を購入後、「補助金申請書兼完了実績報告書」を提出する場合、 

注 4）同規模かつ同等仕様の最新燃費基準に適合したディーゼル自動車の価格と補助金申請自動車の価格（架装物等動力構造以

外の部分に係る費用を除く）の差額 

注 5）自家用バスによる有償旅客運送事業者を除く 

注 6）国土交通省の型式指定申請車、新型届出車であること。又は先進環境対応トラック・バス導入加速事業の平成２８～３０年度に

おいて補助対象車両として申請実績があり、かつ、パワートレイン系の改造内容が変更されていないこと。 
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開催地

会　場
会　場　名 電　　話 備　　　考

(水) 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番5

最寄駅
・東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩３分

・ＪＲ「四谷駅」徒歩11分

(火) 〒064-0809 北海道札幌市中央区南９条西１丁目1-10

最寄駅 ・南北線「中島公園駅」徒歩4分

(木) 〒540-0021 大阪府大阪市中央区大手通１丁目1-11

最寄駅 ・京阪本線「天満駅」徒歩9分

(金) 〒467-8555 愛知県名古屋市瑞穂区新開町12-6

最寄駅
 ・名古屋市営地下鉄 名城線「堀田」駅下車、1番出口を出て

直進、名古屋高速道路沿いに北へ徒歩 約15分

(火) 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-17-5

最寄駅
・JR鹿児島本線「博多駅」徒歩5分

・福岡市営地下鉄空港線/箱崎線「博多駅」徒歩5分

(金) 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目2番5

最寄駅
・東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩３分

・ＪＲ「四谷駅」徒歩11分

03-6380-6773
東京会場

（２）

6月7日 公益社団法人全日本トラック協会

全日本トラック総合会館３階

全ト協ホールＡＢ

13：30-15：30

※駐車場がありません。

会場へお越しの際は公共交

通機関をご利用ください。

※駐車場がありません。

会場へお越しの際は公共交

通機関をご利用ください。

※駐車場がありません。

会場へお越しの際は公共交

通機関をご利用ください。

※駐車場がありません。

会場へお越しの際は公共交

通機関をご利用ください。

※駐車場がありません。

会場へお越しの際は公共交

通機関をご利用ください。

011-531-2215

住　　　　所

東京会場

（１）

5月15日 公益社団法人全日本トラック協会

全日本トラック総合会館３階

全ト協ホールＡＢ

大阪会場

5月23日
一般社団法人大阪府自家用協会連合会

大会議室

052-871-1921愛知会場

5月24日
一般社団法人愛知県トラック協会

トラック会館４階第３会議室
10：00～12：00

13：30-15：30

電動化対応トラック・バス導入加速事業　　公募説明会会場　開催日時

13：30-15：30

日　　時

10：00～12：00

10：00～12：00

福岡会場

6月4日

A.R.Kビル　２階　会議室A 092-441-3468

北海道会場

5月21日 公益社団法人北海道トラック協会

総合研修センター　第一研修室（３

階）

03-6380-6773

※駐車場がありません。

会場へお越しの際は公共交

通機関をご利用ください。

06-6942-0435
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